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   人権相談員便り[結い] 
あなたの人権は保障されていますか？ 一人で悩まずにお気軽にご相談ください。 

 

 「子どもの貧困」を 

考える。 第二弾！ 

◆全庁で取り組む足立区、「つなぐ」相談体制 

前号では、国の「子どもの貧困対策」として、

「教育支援」、「生活支援」、保護者の就労支援」、

「経済的支援」の４つの対策が打ち出されている

ことを述べました。 

では、実際の住民に身近な基礎自治体での取り

組みはどうなっているのか。どこに相談すれば支

援が受けられるのかについて、足立区を例に見て

いきたいと思います。 

なぜ、足立区なのかといえば、①「予防・連鎖

を断つ」に主眼を置いて真に必要な施策に集中

的・重点的に取り組み、②早期かつきめ細やかな

施策を実施し、それを必要とする家庭や子どもが

確実に利用できるように進めていると評価が高い

ことです。 

さらに注目すべきは、行政にありがちな縦割り

を排して、全庁的に取り組む体制を取っているこ

とです。足立区は、子どもの貧困を「家庭の経済

的な困窮だけでなく、地域社会における孤立や健

康上の問題など、個々の家庭を取り巻く成育環境

全般にわたる複合的な課題と捉え」（基本理念）、

その解決や予防に向けて取り組む上で、実効ある

ものとするには横断的で総合的な施策を推進する

ことが求められているからでもありますが、これ

はどこの自治体でも共通した課題であります。 

たとえば、区民が国民健康保険料の減免の申請

に役所に来られたとします。担当窓口は減免の手

続きをして終わりですが、そこで減免の申請に来

たのだから何かあるのではないかと、「何か困っ

たことがあるのでしたら、『くらしとしごとの相

談室』（生活困窮者対策の窓口）というのがあり

ます。行ってみたらいかがですか」と声をかける。

足立区では、これを「つなぐシート」を使って行

うことで相談機能の連携強化をはかります。困っ

ている人に必要な情報を提供することで必要な施

策につなげる。縦割り行政が染み付いた自治体職

員の意識改革抜きにはこれは実現できません。 

◆多様な居場所づくり、ひとり親支援など 

次頁に「未来へつなぐ あだちプロジェクト（足

立区子どもの貧困対策実施計画）」の概要版の一

部を抜粋しています。ライフステージごとに、き

め細かい施策を進めていますが、計画には「その

他の関連事業」として、都市建設部なども入って

います。一見、子どもの貧困対策とは結びつかな

いと思われますが、公営住宅の建替え時に子ども

の居場所となるような場所を作るというわけです。 

居場所づくりも子どもたちが選択できるように

多様性を持たせています。 

また、国の補助金に区独自に予算を上乗せした

ものもあります。ひとり親家庭の高等職業訓練促

進給付金で国家資格を取る制度では、国の補助金

が２年間出ます。それを足立区は、区の単費で２

年延長しています。そうすると、たとえば、看護

師の資格を取ろうとしたら、２年で準看、４年だ

と正看の資格が取れるわけです。 

貧困の予防という視点から、これらの施策をほ

んとうに必要とする人のところにつなげていく。

当事者にとって必要な支援は何かを実態把握の中

から生み出す取り組みがさらに進んでいます。 

待ったなし子どもの貧困対策。貧困の連鎖を断
ち切るために、自治体ではどんな取り組みが…

…。 
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